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 彦根市議会における議員の活動（公務）の実態                   

１．彦根市議会の構成 

 （１）議員定数  24 名 

 （２）議会の構成 

  ①常任委員会・特別委員会など 

    委員会は、議案等を専門的、効率的に審査するため、議員の一部で構成されます。委員会に

は、常任委員会、議会運営委員会と特別委員会があります。 

   【常任委員会】 

     ・企画総務消防常任委員会（定数 8 人） 

      …市長直轄組織・企画振興部・スポーツ部・総務部・人事部・出納室・消防本部・議会事務

局・監査委員事務局・選挙管理委員会事務局等の所管に属する事項を担当しています。 

     ・福祉病院教育常任委員会（定数 8 人） 

      …福祉保健部・子ども未来部・市立病院・教育委員会事務局等の所管に属する事項を担

当しています。 

     ・市民産業建設常任委員会（定数 8 人） 

      …市民環境部・観光文化戦略部・産業部・建設部・都市政策部・上下水道部・農業委員会

事務局等の所管に属する事項を担当しています。 

     ・予算常任委員会（定数 12 人） 

      …予算およびこれに関連する事項を担当しています。 

   【議会運営委員会】 

    議会運営委員会（定数 7 人）では、議会の運営が円滑に行なわれるように、議事の順序や進

め方などを協議します。 

   【特別委員会】 

    特別委員会は、必要に応じて、特定の事項を審査・調査するために、議会の議決で設置される

委員会です。 

     ・議会改革特別委員会（定数 8 人） H19.9.21 設置 

       …有効かつ効果的な議会改革の推進を目的に、具体的な改革項目((1)議員定数と議会

の制度、運用面に関すること、(2)政策立案に関すること、(3)開かれた議会に関すること、

(4)その他議会改革に関すること)を調査研究しています。 

     ・決算特別委員会（定数 10 人） その都度設置し、審査終了後消滅 

       …前年度の決算認定に係る議案を審議しています。 

   【その他の委員会】 

    彦根市議会では、市民に議会を理解していただくために、議会の広報や広聴機能の充実に努

めており、す。その取組のひとつとして、議員で構成する広報広聴を担う組織をつくっています。

この組織とは、議場開放促進委員会、広報委員会、広聴委員会であり、全議員がこれらのいず
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れかに所属することで、議員全員が一丸となって広報、広聴を進めています。 

     ・議場開放促進委員会（定数 8 人） 

     ・広報委員会（定数 8 人） 

     ・広聴委員会（定数 8 人） 

 

  ②議長・副議長 

    議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。 議長は、対外的に市議会を代表するとと

もに、本会議の主宰者として会議が円滑に運営されるよう努め、議場の秩序を保つことなどの

職務を行います。 副議長は、議長が事故などで職務を果たせない場合に議長の職務を行い

ます。 

 

  ③議会選出監査委員 

    議会選出監査委員は、地方自治法に基づき議会から選ばれる監査委員で、自治体の業務や

財務の適正性を監査します。平成 29 年の地方自治法の改正により監査の専門性を高める

ため、監査制度が見直され、議員の中からの監査委員の選任は各自治体が判断することにな

りましたが、彦根市議会では引き続き選出（1 人）しています。 

 

  ④会派の構成 

    会派は、市政に対する同じ意見や考え方を持った議員が集まって、議会活動を行うために結成

された団体です。彦根市議会の会派と所属議員数は、次のとおりです。 

会派名 所属議員数（人） 

創風会 ６ 

公政会 ４ 

夢みらい ４ 

親政クラブ ４ 

公明党彦根市議団 ２ 

共産党彦根市会議員団 ２ 

会派に属さない議員 ２ 
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 （３）議会活動（公務）の実績（令和 5 年中） 

内 容 日 数 ・ 回 数 

本会議（定例会） ２３日 

本会議（臨時会） 1 日 

常任委員会 26 回 

議会運営委員会 ２８回 

特別委員会 8 回 

常任委員会行政視察 

（予算常任委員会以外） 
各 2 泊 3 日 

議会運営委員会行政視察 1 泊 2 日 

市内視察 １日 

研修会 ３日 

協議等の場 ２４回 

議場開放促進委員会 4 回 

子ども議会（議場開放促進委員会） 2 日 

広聴委員会 4 回 

議会報告会（広聴委員会） ３日 

広報委員会 8 回 

政治倫理審査会 5 回 

正副議長公務 ９４回 

（議会選出監査委員公務） （64 日） 

＊本会議 

    全議員で構成する議会の会議のことを本会議といい、議案に対する質疑や市政に対する一般

質問などが行われます。 

彦根市議会では、定例会として年 4 回（6 月、9 月、12 月、3 月）開催され、その場合、本会議

はその会議期間の中で 5 日（6 日の場合もあります。）開催されます。 

  ＊協議等の場 

    市議会における「協議等の場」とは、市議会の正式な会議（例えば、本会議や委員会）以外で、

議員や関係者が集まり、意見交換や情報共有、議論を行う場のことをいいます。 

 

 

４つのうち１～２に所属 

該当議員のみ 

該当議員のみ 
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〇  ３つのうちの１つに所属 

 

〇 

該当委員のみ 
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